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○千歳市情報公開条例施行規則 

平成５年４月１日規則第８号 

改正 

平成14年４月１日規則第16号 

平成17年４月１日規則第８号 

平成18年４月１日規則第36号 

平成20年６月12日規則第34号 

平成24年４月１日規則第23号 

平成28年２月12日規則第３号 

令和３年３月23日規則第11号 

千歳市情報公開条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千歳市情報公開条例（平成５年千歳市条例第14号。以下「条例」という。）

の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（請求書の記載事項） 

第２条 条例第６条第１項第３号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 公文書の公開請求の目的 

(２) 公文書の公開の区分 

２ 条例第６条第１項の請求書は、公文書公開請求書（第１号様式）によるものとする。 

（決定通知書） 

第３条 条例第７条第２項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定めるところにより行うものとする。 

(１) 公文書の公開をすることと決定した場合 公文書公開決定通知書（第２号様式） 

(２) 公文書の一部について公開をすることと決定した場合 公文書一部公開決定通知書（第３

号様式） 

(３) 公文書の公開をしないことと決定した場合 公文書非公開決定通知書（第４号様式） 

(４) 公開請求に係る公文書が存在しない場合 公文書不存在通知書（第４号様式の２） 

(５) 公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することと決定した場合 公文書公開請

求拒否決定通知書（第５号様式） 

（決定期間の延長通知書） 
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第４条 条例第７条第３項の規定による決定期間の延長の通知は、公文書公開決定延期通知書（第

６号様式）によるものとする。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知） 

第５条 条例第８条第１項又は第２項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場

合は、意見照会書（第７号様式）により通知するものとする。 

２ 条例第８条第３項の書面は、公開決定に係る通知書（第８号様式）とする。 

（公開の実施方法） 

第６条 条例第13条第２項に規定する電磁的記録の公開方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める方法により行うものとする。 

(１) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、市長が現に使用している専用機

器により行うことができるもの 

ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取 

イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付 

(２) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、市長が現に使用している専

用機器により行うことができるもの 

ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 

イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付 

(３) 電磁的記録（前２号に該当するものを除く。） 次に掲げる方法であって、市長がその保

有するプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるよう組み

合わされたものをいう。）により行うことができるもの 

ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧 

イ 当該電磁的記録を専用機器（公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付け

られているものに限る。）により再生したものの閲覧又は視聴 

ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付 

エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交

付 

２ 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、

又は改ざんしてはならない。 

３ 前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。 

（写しの交付） 
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第７条 公文書の写しの交付部数は、公開請求があった公文書１件につき１部とする。 

（費用の納入） 

第８条 条例第14条ただし書の規定による公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、前納しな

ければならない。 

（審査請求の手続における諮問等） 

第９条 条例第15条第１項の規定による千歳市情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、公文書

公開審査請求に関する諮問書（第９号様式）により行うものとする。 

２ 条例第15条第３項の規定による諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書（第10号様式）によ

り行うものとする。 

３ 条例第15条第５項の規定により準用される条例第８条第３項の書面は、審査請求に対する裁決

に基づく公開に係る通知書（第11号様式）とする。 

（出資法人等） 

第10条 条例第17条第１項の市が出資その他の財政上の援助等を行っている法人等であって規則で

定めるものは、毎年４月１日において、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。 

(１) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資している法人 

(２) 当該年度の前々年度に市の補助金、負担金又は交付金（以下「補助金等」という。）の交

付を受けた法人等のうち、当該交付を受けた補助金等の総額が1,000万円以上で、かつ、その額

が当該法人等の当該交付を受けた事業年度の総支出額又は総費用（当該法人等が特別会計等複

数の会計を有し、各会計間の繰り出し及び繰入れを行っている場合にあっては、当該繰り出し

た額を控除した後の額とする。）の４分の１以上であるもの 

（任意的公開） 

第11条 条例第25条の規定による公文書の任意的公開の申出をしようとするものは、公文書任意的

公開申出書（第12号様式）を提出しなければならない。 

２ 前項の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書（第13号様式）により行うものとする。 

（実施状況の公表） 

第12条 条例第28条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数

その他必要な事項について、市の広報紙等への掲載により行うものとする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年４月１日規則第16号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年４月１日規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千歳市情報公開条例施行規則の規定により

作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

（千歳市情報公開審査会規則の一部改正） 

３ 千歳市情報公開審査会規則（平成５年千歳市規則第９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第16条の５」を「第22条」に改める。 

附 則（平成18年４月１日規則第36号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年６月12日規則第34号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（千歳市情報公開審査会規則の廃止） 

２ 千歳市情報公開審査会規則（平成５年千歳市規則第９号）は、廃止する。 

附 則（平成24年４月１日規則第23号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千歳市情報公開条例施行規則の規定により

作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成28年２月12日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に第１条から第14条までの規定による改正前の千歳市情報公開条例施行

規則、千歳市個人情報保護条例施行規則、千歳市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施

行規則、千歳市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則、千歳市職員期末手当・勤勉手当
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支給規則、千歳市税条例施行規則、千歳市未熟児養育医療給付に関する規則、千歳市知的障害者

福祉法施行細則、千歳市身体障害者福祉法施行細則、千歳市障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行細則、千歳市児童福祉法施行細則、千歳市児童手当に係る事務処

理規則、千歳市後期高齢者医療に関する条例施行規則及び千歳都市計画土地区画整理事業清算金

取扱規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することが

できる。 

附 則（令和３年３月23日規則第11号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千歳市規則の各規定により作成されている様

式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第３条関係） 
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第３号様式（第３条関係） 
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第４号様式（第３条関係） 
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第４号様式の２（第３条関係） 
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第５号様式（第３条関係） 
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第６号様式（第４条関係） 
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第７号様式（第５条関係） 
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第８号様式（第５条関係） 
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第９号様式（第９条関係） 
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第10号様式（第９条関係） 
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第11号様式（第９条関係） 
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第12号様式（第11条関係） 
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第13号様式（第11条関係） 

 


